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病 院 の 理 念

良質で安心な医療・介護を提供します 
真心と笑顔で接します（Heart & Smile）
地域医療、地域包括ケアを推進します
緊急医療・回復期医療を充実させます 

ニーズに沿った環境を作ります 
知識と技術の向上をめざし、自己研鑽に努めます

健全な経営に努めます

地域に根ざし、地域から愛される病院
『親切』『信頼』『進歩』



ジェイコーサウルス通信　Vol.26 2

新任の挨拶

消化器内科  中津　佳之
　10月より赴任いたしました消化器内科の中津佳之と申します。地域の特性を理解し、
患者様それぞれの多様なニーズに応え、奥越地域の医療に貢献できるように精一杯頑
張らせていただきます。まだまだ若輩者ではございますが、よろしくお願いいたしま
す。

整形外科  大西　翔
　10月より赴任しました整形外科の大西翔と申します。奥越に来るのは初めてで、地
域の特性を学びながら患者さんに寄り添えられるような診療を目指します。一生懸命
頑張りますのでよろしくお願い致します。

４年ぶりに健康サロンを開催しました４年ぶりに健康サロンを開催しました
　令和５年９月２６日火曜日、１階総合窓口前エントランスにて健康サロンを開催しました。勝山
市内で活動中の玉川仁子様による、兜名誉院長寄贈のピアノを使った音楽レクリエーションと、当
院職員による認知症ケアの講座を行いました。懐かしい歌を歌ったり、手足を動かしたりと非常に
楽しい時間になりました。ご参加くださった皆様、玉川様、ありがとうございました。次回は１月
にリハビリ職員による講義、２月に老健職員による健康
体操の開催を予定しております、皆様ぜひお楽しみにし
ていて下さい！
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常 勤 医　1名　若林　春菜
非常勤医　5名　湯浅　光織、五十嵐　愛子、有賀　譲、福岡　諒、田中　梨乃
看 護 師　1名　佐々木　ちひろ
事 務 員　1名　飯岡　由香

月曜日
　午前9時～ 11時、午後1時30分～ 3時
火～金曜日
　午前9時～ 11時半、午後1時30分～ 3時
※�発熱がある方は、午後2時までの受付となり
ます
※予防接種、乳幼児健診は予約制です

　常勤医不在のためご迷惑を
おかけしましたが、令和５年
９月より午後診療を再開しま
した。
　当外来では新生児から中学
生まで小児科全般について対
応しております。お気軽にご
相談ください。必要な場合に
は地域医療機関と連携して検査、治療、紹介なども行っております。なお当院で
の入院診療は行っておりませんが、入院診療が必要な場合はすみやかに地域医療
機関への紹介をさせていただきます。

血液検査、レントゲン検査、超音波検査

月 火 水 木 金
午　前 若林 若林 若林 若林 若林

午　後 湯浅 若林 若林 第１・３�五十嵐
第２・４�有賀　

第１・３�福岡
第２・４�田中

小児科紹介

スタッフ紹介

外来担当表

診療時間

可能な検査、装置や設備
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患者さんの権利
１　質の高い医療を平等に受ける権利
　　患者さんは、安全で良質な医療を平等に受ける権利があります。
２　十分な説明を受ける権利
　　 患者さんは、ご自身が受ける診療内容について、理解できるまで十分な

情報提供とわかりやすい説明を受ける権利があります。
３　診療方針について自己決定する権利
　　 患者さんは、自己の納得と自由な思想に基づき、医療行為に「同意」し

「選択」し、あるいは「拒否」する権利があります。また、他の医療機
関での意見（セカンド・オピニオン）を求める権利があります。

４　個人情報が保護される権利
　　 患者さんは、当院の個人情報保護指針に基づき、個人情報が保護される

権利があります。

５　個人としての尊厳が守られる権利
　　 患者さんは、いかなる状態にあっても、人格が尊重され尊厳

が守られる権利があります。

患者さんの責務
１　 医療に積極的に参加し、より良い治療を行うため医療従事者

と良好な関係（パートナーシップ）を構築してください。
２　 社会一般的なマナーを守り、他の患者さんの診療に支障をき

たすことのないようご配慮ください。
３ 　当院で定められた規則をお守りください。
４　 ご自身の健康状態に関する情報を出来るだけ正確にお伝えく

ださい。
５　受けた医療に対しては診療費をお支払いください。

患者さんの
権利と責務

健康サロン受付中です！
　当院では、地域に向けた取り組みとして出前講座（健康サロン）を行っており
ます。コメディカルや医師が皆様の地域に出向いて健康づくりのための講座をさ
せていただきます。豊富なラインナップを取り揃えております、ご興味のある方
は、ぜひ当院ホームページをご覧ください。

今年度から講座の数が増えました！

②「出前講座申込書」を記入し、当院健康サロン
　事務局へ提出してください。（メール可）

申込方法
①当院ホームページの「出前講座」の
　ページにアクセス

こちらのQRコードを
読み取ってください

病院インスタグラムにレシピ公開中！
　当院の栄養管理室監修のみたらし団子風の作り
方を、病院インスタグラムで公開しています。お
粥を使用しており、高齢の方でもツルっと飲み込
みやすいお団子となっています。
　ぜひチェックしてください！

病院インスタグラム
アカウントはこちらから


